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はじめに 

春日井市シルバー人材センター(以下「センター」という。) は、昭和 55 年 10 月に設立

されて以来、平成 24 (2012) 年 には、公益社団法人へ移行し、42 年以上の長きに渡り、

高齢者の就業や社会参加を通じた生きがいづくりや健康増進、地域社会の活性化等に寄与

してきました。 

  現在、日本の社会構造は大きく変化し、少子高齢化の進展により、職場での定年延長や

定年後の再雇用等、高齢者の継続雇用が拡大していることに伴い、センターの新規入会者

の平均年齢も年々上がってきており、健康で安全に就業できる環境を整えることが重要な

課題となっています。 

  今後、少子高齢化がますます進展し、労働人口の減少が見込まれる中、年齢にかかわり

なくその能力や経験を活かして活動するシルバー人材センターの役割はますます重要に

なると考えられます。 

  こうした状況と「第 1次中長期計画」の達成状況及び現状の課題を踏まえ、センターが

適切に運営され、より地域社会に貢献できるよう今後 10 年間のセンターの方針・目標等

を「いきいきプラン」とし、令和４年度に中間見直しを実施しました。 

今後、この計画に沿って、地域社会や高齢者の福祉増進に寄与できるよう、努めてまい

ります。 
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第１章 計画の策定趣旨 

 １ 基本理念 

  シルバー人材センター事業は、「自主・自立、共働・共助」を理念とし、会員自らの生き

がいの充実や、社会参加等を希望する高齢者の就業機会の拡大と福祉の増進を図るととも

に、高齢者の能力を活かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的としており、

センターにおいても、本計画に基づき、さらなる事業推進を図るものです。 

 

 ２ 目的 

  今後 10 年間のセンターが進むべき方向を定めるため、目標数値を設定し、事業運営に

おいて取り組むべき項目を明確にします。ここで定める目標や、取り組むべき内容に向か

って、センターが発展することを、計画の目的とします。 

 

 ３ 期間 

2018 年度から 2027 年度までの 10 年間 

（中間年度となる 2022 年度に見直しを実施予定） 
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第２章 第 1次中長期計画(2008 年度～2017 年度)の達成状況 

 １ 会員数 

年度別 目標会員数 会員数　結果 人数差

平成20年度 850 名 702 名 △148 名

平成21年度 950 名 627 名 △323 名

平成22年度 1,050 名 598 名 △452 名

平成23年度 1,200 名 585 名 △615 名

平成24年度 1,400 名 528 名 △872 名

平成25年度 1,600 名 556 名 △1,044 名

平成26年度 1,700 名 608 名 △1,092 名

平成27年度 1,800 名 727 名 △1,073 名

平成28年度 1,900 名 795 名 △1,105 名  

２ 事業実績 

(請負事業) 

年度別 契約目標額 契約額　結果 差額

平成20年度 372,000 千円 298,982 千円 △73,018 千円

平成21年度 357,000 千円 229,782 千円 △127,218 千円

平成22年度 384,000 千円 209,541 千円 △174,459 千円

平成23年度 413,000 千円 201,707 千円 △211,293 千円

平成24年度 486,000 千円 208,698 千円 △277,302 千円

平成25年度 538,000 千円 220,208 千円 △317,792 千円

平成26年度 573,000 千円 225,558 千円 △347,442 千円

平成27年度 611,000 千円 235,908 千円 △375,092 千円

平成28年度 654,000 千円 245,523 千円 △408,477 千円  

(派遣事業) 

年度別 契約目標額 契約額　結果 差額

平成20年度 73,000 千円 85,308 千円 12,308 千円

平成21年度 140,000 千円 85,791 千円 △54,209 千円

平成22年度 165,000 千円 88,991 千円 △76,009 千円

平成23年度 185,000 千円 75,524 千円 △109,476 千円

平成24年度 204,000 千円 63,518 千円 △140,482 千円

平成25年度 206,000 千円 67,895 千円 △138,105 千円

平成26年度 226,000 千円 96,820 千円 △129,180 千円

平成27年度 235,000 千円 130,190 千円 △104,810 千円

平成28年度 244,000 千円 174,959 千円 △69,041 千円
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３ 入会率(※)  

年度別 目標入会率 入会率 結果 入会率差

平成20年度 1.06% 0.86% △0.20%

平成21年度 1.14% 0.74% △0.40%

平成22年度 1.22% 0.69% △0.53%

平成23年度 1.37% 0.66% △0.71%

平成24年度 1.57% 0.58% △0.99%

平成25年度 1.77% 0.61% △1.16%

平成26年度 1.85% 0.66% △1.19%

平成27年度 1.94% 0.78% △1.16%

平成28年度 2.03% 0.85% △1.18%  

【 達成状況 】 

⑴ 会員数は、公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会(以下「全シ協」という。) 

主導の「会員 100 万人達成計画」に基づいて目標会員数を設定し、就業開拓専門員等を

配置して就業開拓に努め、派遣就業会員は増加しましたが、その他の請負会員の伸びが

少なく、会員全体としては、目標を下回る結果となりました。 

  その要因としては、会員の就業先需要拡大の伸びの不足と就業以外にセンターの果た

す役割の充実不足の他、「65 歳までの雇用延長制度」や働き方の多様化等の社会的要因

による新規入会者の平均年齢の上昇とそれに伴う会員在籍期間の短期化等が考えられ

ます。 

 ⑵ 事業実績は、請負・派遣事業ともに目標を大きく掲げたこともあり、全体としては

目標を下回る結果となっています。 

   その理由としては、平成 20(2008)年９月のリーマンショックや平成 23(2011)年３月

の東日本大震災による経済状況の悪化という大きな社会的要因もあり、公共・民間企業

からの受注量が大幅に減少したことが考えられます。 

  しかし、平成 24(2012)年からは、徐々に経済状況が上向きになるとともに、就業開拓

専門員の設置等、積極的な就業開拓の推進に取り組んだことにより、センターの事業実

績も順調に伸びてきました。特に、派遣事業は、派遣法の改正により、派遣期間３年の

制限が撤廃されたこともあり、平成 26(2014)年度から平成 28(2016)年度まで、前年度

比 30％以上の大幅な伸びを達成しています。 

 ⑶ 入会率は、目標値を下回る結果となりましたが、平成 25(2013)年度から平成

28(2016)年度にかけて、少しずつ入会率は上がってきています。しかし、愛知県内の人

口 30 万人以上の市(豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市)センターの平均値(28 年度：1.3％)

と比較すると、低い数値となっています。 

※入会率の計算式・・３月末におけるセンター会員数÷当該市区町村の 60 歳以上人口
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第３章 現状と課題 

１ 現状 

令和３年度 前年度比

740名 24名減

292,548千円 15,781 千円増

184,590 千円 2,752 千円減

3,666件 24件増

630件 127件増

0.77% 0.03％減

派遣事業受注件数

入会率

会員数

請負事業契約額

派遣事業契約額

請負事業受注件数

 

センターの現状は、主要項目(会員数、契約額、受注件数、入会率)について、平成 30

年度（2018 年度）から、毎年度順調に推移し、令和元年度には、請負事業・派遣事業と

もに、過去最高の契約金額となり、会員数も過去最高（808 名）となりました。 

しかし、令和２年度から感染が拡大した、新型コロナウイルス感染症の影響により、請

負事業・派遣事業、会員数が減少しました。 

また、安全就業の面においては、安全委員会を中心として、事故抑制の様々な対策を

講じていますが、令和２年度には、重篤事故が連続で発生するなど、依然として事故発

生率が高いまま推移しています。 

２ 課 題 

⑴ 会員数の伸び悩み 

愛知県内の他の同規模の市センターと比較しても、センターの会員数は少ない状況で

す。会員が増えない理由としては、雇用延長制度による新規入会者の減少及び平均年齢

の上昇に伴う会員在籍期間の短期化、その他センター事業のＰＲ不足、技能職会員の育

成不足、就業以外のセンターの魅力不足等が考えられます。 

⑵ 就業機会の不足 

平成 25(2013)年度から毎年度、請負・派遣事業ともに契約金額は増加しており、受注

件数も増加していますが、除草、剪定、清掃や工場内の軽作業等の職種に偏っており、

事務的・管理的な職種の開拓が遅れています。特に、女性会員が就業できる職種が少な

いことも課題です。 

また、独自事業においても、洗車コーティング事業やのぼり旗工房等の既存事業の稼

働が減少傾向であることから、これらの事業の活性化とともに、新規の独自事業の開発

についても検討する必要があります。 
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⑶ 事故の多発 

毎年度、傷害・損害賠償事故を合わせて、10 件以上の事故が発生しており、愛知県内

の他センターとの比較において事故発生件数が多い状況にあります。 

また、事故の内容を見てみると、注意していれば防げたと思われる事故が数多くあり、

会員の安全意識の低さと注意力不足が事故を招いているとも考えられます。 

特に、令和２年度には、剪定会員の転落による重篤事故が２件発生しており、こうし

た事故を減らすためには、会員の安全意識の向上を図る他、安全用具の着用の徹底はも

とより、安全用具自体の強化・充実に努める必要があります。 

 平成 30(2018)年度～令和３(2021)年度の事故の発生件数  

傷害 損害賠償 計

30年度 8 2 10

元年度 9 3 12

２年度 6 6 12

３年度 8 3 11  

⑷ 組織・運営の強化 

センターが長期的に安定した事業運営を行うためには、業務の効率化を図ったうえで、

適宜職員体制の整備を行うとともに、理事会を中心とした、会員参画による各種委員会

の設置等、組織の充実や、定期的にセンター情報を会員に紹介する媒体等の整備等、事

業運営・情報発信の充実も必要です。 

⑸ 会員活動の拡大 

センターでは、仕事以外でも会員相互の連帯と生きがいづくりをサポートするための

会員互助会が組織されており、ここでは、会員が主体となって、同好会の立ち上げや旅

行等のイベントを企画・運営していますが、互助会への加入率は 50％を切っており、活

動への参加者も固定化する傾向にあることから、今後、もっと多くの会員が参加し、互

助会が拡大していくための取り組みが求められます。 

 

⑹ 新型コロナウイルス感染症の影響による事業の停滞 

令和２年度（2020 年度）から始まった、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、

社会経済活動の制限が続いて日本経済全体が委縮するなか、当センターにおいても、各

種講習会の中止や会員互助会活動の自粛など、多くの事業活動が縮小を余儀なくされ、

会員数が減少した他、派遣先事業所等の業績不振等も重なり、派遣事業の実績が大きく
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落ち込むなど、多大な悪影響を被りました。こうしたことから、まずは、コロナ禍前ま

での業績の回復が急務となっています。 

   

⑺ 物価上昇及びインボイス制度への対応 

令和４年度に始まった、急激な物価上昇に伴う事業実施費用の増加が懸念されること、

また、令和５年 10 月１日から施行される、消費税の適格請求書等保存方式（インボイス

制度）による消費税納税額の増加が、会員の就業機会を脅かす恐れがあります。 

 

⑻ 請負業務の契約方法変更への対応 

令和４年度から、厚生労働省において検討が行われている、シルバー人材センターの

請負業務の契約方法の変更について、今後の対応が大きな課題となってくることが考え

られます。 
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第４章 具体的な取り組み 

１ 会員の拡大 

⑴ 魅力づくり  

会員を増やすためには、より多くの就業機会を提供するとともに、就業以外での魅力

を高めることが求められます。 

新規施設の立地条件を生かし、地域住民の方はもとより、隣接する市施設を利用する

市民も立ち寄りたくなるような機会を捉えた催し(例えば、朝市やサロン、フェア、市民

講座等)を開催します。 

また、センターの魅力づくりには、互助会活動の活性化も欠かせないものであること

から、新規施設を活用した新たな同好会の立ち上げや互助会行事の充実等、互助会の在

り方についても検討します。 

⑵ 情報発信の強化  

   「広報かすがい」での入会説明会の周知、新聞折り込みチラシや公共機関でのポスタ

ー掲示、センター及び市施設来所者へのチラシ配布、ホームページを活用した就業情報

の発信等により、入会希望者の拡大に努めます。 

⑶ 既存会員からの紹介制度の整備 

既存会員がそれぞれ新会員を紹介すれば、更なる会員増が見込めることから、既存会

員からの紹介制度の充実について検討します。 

【実績】 

   「お友達紹介キャンペーン」（毎年度実施） ：令和元年度（2019 年度） 

⑷ 女性会員の拡大  

企業や一般家庭の清掃業務の増加や、女性会員の高齢化に伴い、新規女性会員の入会

促進が急務になっていることから、女性会員が対象となる業務を細かくＰＲするととも

に、ホームページやチラシ等で、就業写真やインタビュー等を掲載し、女性が入会した

くなるような取り組みを推進します。 

⑸ 入会説明会の充実 

入会への入り口となる入会説明会の内容を見直し、就業内容以外の互助会活動や講座  

の開催等のメニューを増やす等、よりセンターの魅力を伝えられるように改善するとと

もに、新規事務所を始め、市内各所での説明会の開催を検討します。 
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【実績】 

① 生き活き交流センター（月２回）、東部市民センター・味美ふれあいセンター（隔

月）での入会説明会の実施 ：令和元年度（2019 年度） 

② 「入会説明会テキスト」の改善 ：令和元年度（2019 年度） 

 

２ 就業機会の拡大 

⑴ 新規業種の開拓  

会員の様々な希望職種に対応するため、就業開拓専門員を中心に、既存の職種だけで

なく新規職種(特に事務系や管理業務)の開拓を推進し、介護予防事業等についても、今

後の需要に応じて取り組んでまいります。 

また、仕事の依頼者に、センターの扱う事業内容等について詳しく紹介するため、ホ

ームページやチラシの内容について見直しを図ります。 

【実績】 

「お仕事のご依頼ページ」の提供開始 ：令和２年度（2020 年度） 

⑵ 新規施設の効果的な活用  

新規施設では、センター主催のフェアや会員による市民向けの剪定等の講習会や講座

を開催するとともに、施設内の木工作業所等を活用した DIY 講座を行う等、高齢者や地

域へのセンターの活動内容の浸透を図ります。 

【実績】 

老人福祉センター（B 型事業）の開始（貸室事業、各種講座の開催、就業相談事業） 

：令和元年度（2019 年度） 

⑶ 独自事業の拡大・創設 

洗車コーティング事業やのぼり旗工房等の既存独自事業に加え、他センターでの独自

事業を調査・研究し、多くの会員が参加できるような新規の独自事業について検討しま

す。 

また、既存独自事業の事業実績の増加を図るため、新聞折込等の広告媒体を使った事

業ＰＲを推進するとともに、春日井まつり等のイベント会場等での会員手作り製品の販

売にも注力していきます。 

【実績】 

「春日井まなび教室」の開始 ：令和３年度（2021 年度） 
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⑷ 技能職会員の養成  

剪定等技能が必要な職種について、レベルに応じた研修会の実施等、経験がない人で

も技能職の仕事に関われるような養成方法について検討します。 

⑸ 会員のフォローアップ  

会員の良好な就業環境の維持・向上に努めるため、発注者との連絡調整、会員との意

思疎通を図るとともに、就業に関する相談業務や会員のスキルアップに関する教育訓練

も積極的に実施します。 

３ 安全・適正就業の徹底 

⑴ 事故の再発防止  

事故が発生した場合には、安全委員会を中心として事故原因を究明し、再発防止策を

検討するとともに、定期的な安全就業指導員による現場パトロールを継続的に実施し、

安全・適正就業の指導を行う他、脚立を使用して作業を行う会員に対する安全講習会を

適時実施するなど、安全指導を強化します。 

また、平成 29(2017)年に定めた「不適格会員措置要領」に基づき、事故抑制に努めま

す。 

【実績】 

① 「安全だよりの発行」 :（平成 29 年度～令和２年度）※会報誌に移行 

② 安全強化ヘルメットと安全帯の貸与・着用の徹底 :令和２年度（2020 年度）～ 

③ 脚立使用会員への特別安全講習会の実施 :令和２年度（2020 年度）～ 

④ ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）による注意喚起開始 

:令和３年度（2021 年度） 

⑵ 安全就業マニュアルの更新 

平成 20(2008)年度に作成された「安全マニュアル」を現状に踏まえた内容に見直し、

必要に応じて改訂を行います。 

【実績】 

「安全就業マニュアル」の更新 :令和元年度（2019 年度） 

⑶ 緊急時就業対応マニュアルの作成 

暴風警報や地震、大雪等の自然災害や事故が発生した場合の就業について、会員の安

全確保と発注者への影響を考慮しながら、「緊急時就業対応マニュアル」を作成し、必要
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に応じて改訂を行います。 

【実績】 

「緊急時就業対応マニュアル」の作成 :令和元年度（2019 年度） 

⑷ 会員への講習会開催  

草刈や剪定作業等の業務上での事故を防止するため、「安全就業講習会」を行います。

事故原因の１つに、「自分の現在の運動機能を正しく把握ができていない」ことも考えら

れることから、定期的に「体力測定」や「健康講座」等を実施し、自己啓発を促すこと

により事故減少を図ります。 

その他、通勤途上での交通事故が多く発生していることから「自動車講習会」や「安

全な自転車の乗り方教室」等の安全研修を定期的に開催し、交通事故の抑制に努めます。 

その他、会員の情報リテラシー（情報化社会でコンピューターなど情報関連技術を習

得し、積極的に情報を活用することのできる能力）の向上を図るため、スマートフォン

取扱講習やパソコン講習等を実施します。 

 

４ 財政基盤の強化 

⑴ 自主財源の拡大・確保  

就業開拓の推進や新規独自事業の開拓の強化等、請負・派遣事業の事務手数料等の自

主財源の拡大・確保に努め、柔軟で安定した運営基盤を維持します。 

また、事務費率についても、県内他センターの状況を踏まえながら検討します。 

【実績】 

① 事務費の額 ８％から 8.1％へ ：令和元年度（2019 年度） 

② 事務費の額 8.1％から 10％へ ：令和５年度（2023 年度） 

⑵ 事業運営の効率化  

経費の削減に努めるとともに、事務内容の点検と担当業務のローテーションにより、

最少人員での効果的な事業運営を行います。 

【実績】 

一部正規職員の業務ローテーションの実施 ：令和元年度（2019 年度） 
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５ 組織・運営の強化 

⑴ 事業拡大への対応  

職員の職務分担と事務執行状況の定期的な点検を実施し、適正な人員を配置するとと

もに、理事会を中心に積極的に事業運営を推進します。 

【実績】 

① 臨時職員１名の減  ：令和４年度（2022 年度） 

② 正規職員１名の採用 ：令和５年度（2023 年度） 

③ 嘱託職員１名の減  ：令和５年度（2023 年度） 

⑵ 各種委員会の整備 

安全委員会の他に、広報委員会等、会員が各種の委員として参画できる仕組みを整備

します。 

【実績】 

会報誌編集委員会の設置 ：令和２年度（2020 年度） 

⑶ 他団体との連携  

ハローワーク春日井とは、就職説明会への参加やＰＲチラシの設置等で連携を強化す

る他、春日井市とは、新総合事業の導入について、連携を検討し、春日井商工会議所と

は、センターの事業ＰＲを通じた会員企業からの求人希望の情報提供について連携方法

を検討します。また、市老人クラブ連合会や女性団体とは、センター事業ＰＲ(クラブ会

報への広告・チラシ配布等)を通じた入会希望者の獲得ルートの整備等、他団体との連携

を強化します。 

⑷ 会報の発行（達成） 

センターの活動内容を広く市民等に周知するため、年３回発行している「安全だより」

の在り方を検討するとともに、新たな情報発信のための会報の発行についても検討しま

す。 

【実績】 

会報誌「シルバーだより春日井」の創刊（安全だよりの併合） 

：令和３年度（2021 年度） 
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⑸ 記念事業の実施（達成） 

今後の定期的な周年事業について検討を行い、直近では、2020 年 10 月にセンター設

立 40 周年を迎えることから、記念誌の発行やイベントの開催等を企画し、必要な財源

確保に向け、資金の積立を行います。 

【実績】 

① 40 周年記念誌の発行 ：令和２年度（2020 年度） 

② 記念品の配布 ：令和２年度（2020 年度） 

⑹ 地域班体制導入の検討  

会員間の連携や地域ごとの小規模な自主活動の促進に有用な地域班については、他市

センターの班活動の状況等も参考にしながら、センター会員の今後の増加状況や必要性

を踏まえた上で、導入について検討します。 

⑺ 各種ＩＴサービスの活用  

コンビニ収納サービスやホームページからの入会申し込みシステム、携帯電話でのメ

ール情報発信サービス等、IT 技術の進歩に伴う各種サービスの情報収集と活用の検討

を進め、会員・発注者の利便性の向上に努めます。 

【実績】 

① コンビニ収納サービスの導入 ：令和３年度（2021 年度） 

② Ｗｅｂ受注チャネルの導入 ：令和３年度（2021 年度） 

③ ＳＭＳの導入 ：令和３年度（2021 年度） 

 

⑻ 新型コロナウイルス感染症収束後の事業推進 

収束後は、本格的な経済活動の再開が見込まれることから、基本的な感染防止対策を

行いながら、事業実績の回復・拡大に向けた活動として、事業所訪問を中心とした就業

開拓、新聞折込チラシ等を活用した事業ＰＲを推進します。 

   

⑼ 物価上昇及びインボイス制度への対応 

急激な物価上昇による支出増加及び消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）

への対応として、令和５年度 10 月から事務費率を 10％に改定することとし、発注者へ

の丁寧な周知に努めます。 
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また、インボイス制度の段階的な仕入控除税額の減少予定への対応については、社会

経済情勢を見極めながら、正確な情報収集と、会員への迅速な情報提供に努めます。 

 

  ⑽ 請負業務の契約方法変更への対応 

令和４年度から、厚生労働省において検討が行われている、シルバー人材センターの

請負業務の契約方法の変更について、全シ協や公益社団法人愛知県シルバー人材センタ

ー連合会と連携し、情報収集及び調査研究を行います。 
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2018(平成30)年度 2019(平成31)年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

311,326 311,129 310,317 309,011 309,943 309,454 308,965 308,476 307,525 306,573

94,543 94,974 95,391 95,761 95,578 96,110 96,668 97,653 98,029 99,031

30.4% 30.5% 30.7% 31.0% 30.8% 31.1% 31.3% 31.7% 31.9% 32.3%

805 808 764 740 763 808 850 900 950 1,000

男 560 565 535 530 542 560 585 610 640 670

女 245 243 229 210 221 248 265 290 310 330

0.85% 0.85% 0.80% 0.77% 0.80% 0.84% 0.88% 0.92% 0.97% 1.01%

58.0% 59.4% 60.1% 61.6% 61.8% 61.3% 60.8% 60.3% 59.8% 59.3%

33.2% 30.8% 31.0% 28.5% 29.2% 33.7% 34.2% 34.7% 35.2% 35.7%

91.2% 90.2% 91.1% 90.1% 91.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0%

3,754 3,893 3,642 3,666 3,861 4,051 4,238 4,420 4,635 4,882

510 556 503 630 677 724 773 822 879 945

469,136 489,669 464,109 477,138 481,350 495,789 510,662 525,981 541,759 558,011

請負(千円) 273,693 283,808 276,766 292,548 303,760 312,872 322,258 331,925 341,882 352,138

派遣(千円) 195,443 205,861 187,343 184,590 177,590 182,917 188,404 194,056 199,877 205,873

第5章　具体的目標値(2021年度までは実績値）

春日井市人口推計

内
訳

高齢者人口推計

高齢化率

会員数

内
訳

入会率

就業率(請負)

就業率(派遣)

※会員数は、「第２次会員100万人計画」での目標会員数増加率(2018年度～2020年度は前年度比3.9％増。2021～2027年度は前年度比5.8％増)を基に算出。

※就業率は、29年度の見込み就業率を基に算出。

※受注件数は、近年の伸び率を基に算出。

※契約金額は、就業実人員1人あたりの金額(平成28,29年度の平均)を基に算出。

就業率(全体)

受注件数(請負)

受注件数(派遣)

契約金額(千円)

※春日井市人口推計・高齢者人口推計・高齢化率は、春日井市資料による。

1
6
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第６章 事業計画の推進 

 社会・経済情勢等、シルバー人材センターを取り巻く環境は常に変化し、シルバー人材セ

ンター事業に対する社会的な要請も今後大きく変化していくことが予想されます。 

そうした状況の変化に柔軟かつ適切に対処するため、毎年度、実施した施策や本計画の進

捗状況について検証を行うとともに、その内容については理事会へ報告します。 

なお、中間点の令和４年度（2022 年度）に本計画の見直しを行いましたので、令和５年度

（2023 年度）から令和９年度（2027 年度）まで、本計画に基づき、積極的な事業展開を推

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


